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伊方原発訴訟を支援する会(週謀聾建斃路理[TE否撃】15暦配選雅愁)

控訴審第 5回 公判

暴露 された「 基本設計 」の無内容 さ

し
´

し

9月 26日早朝,高松高裁玄関わきには,

地元の高松はじめ,大阪,埼玉などから参集

した支援グル‐プの人たちが,‐ しきらめたダ

ンポァル紙の上で,思い思いの姿勢で待機し

ていた。夜明けにマイク●パスで到着した原

告,住民らは,県総評の事務所で仮眠申。四

電はじめ電力関係者の姿はない。裁判所の訴

訟指揮ぶりに安心して,無用な混乱をさけょ

うとの態度のあらわれか。
1 10時

半に予定通り開建
`ま

す,1住民側の

菅弁護士が立ち,I約 2適間前に提出してぁっ

た準備書面 (3)にうぃて弁論を展開チる。

国側が,「 原子炉施設の基本設計ないし基本

的設計方針」について審査したと称する安全

審査で,ス リーマイル島 (TMI)原発との

差をすでに確認していたとしそ準備書面
・
(2)

であげていた事項のうち,三つの項目につい

ては「 基本設計ないしは基本的設計方針」で

ないと釈明してきたこどをとらえ:主張を変

更したのか,あ るいは撤回したのかと再度の

釈明を要求した。     1 ‐

さらに,TMI原発と基本的に違うとして

国傾1が あげていた他め事項にらぃても:根拠

不明の点や,ご まがそうとしているらしい点

などにっいて,国側の釈明を求あた:

これに対し国側の岩淵検事は,開廷直前に

住民側に手渡したばかりめ準備書面 (4)を
かざして,「 これを陳述します 」とのべただ

けで着席する3原告住民倶1か らの釈明要求に

対しては,日頭で答えることをあくまでも拒

否しようとのかたくなな態度を示す。

弁護席から,「 さらき提出したばかりでな

いか。日頭で説明してほしぃ」と,二せいに

発言。裁判長は国債1を 促すこともしないまま

に,「 準備書面は陳述されたことにして,ょ

く分らん点を聞いてはしぃ」と弁護席に呼び

かける。ごくゎすかな通読の時間しか与えら

れていなかったが|ひ るまずに菅弁護壬ふ「
それでは」と立ち,「 三項目が基本設計でな

いということは主張の変更か」と迫る。

その気迫に押されたのか,開廷直前の提出

作戦で逃げ切ろうとしてぃたかに見えた岩淵

検事も,不承不承に立上り,「 書面に書いた

通りだが説明すると」と口ごもりつつも,つ
いに口頭で釈明に応し,つ ぎあょぅに発言。

伊方原発 2号炉訴訟第 2回 公判

10月 129日 (月 )午前 10時

松山地裁大法廷

住民の不安と怒りの生の声が法廷を圧

倒するょう支援しよう:′
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「 主張の訂正や撤回はしない6:本件安全審

査では,TMI.事故のような事故そのものは

対象にしていなかつたが,TMI事 故に関連

した各要素を追跡しても起こらないことがは

つきりしている。詳細な設計の差や運転管理

の差をのべることもできるが,基本設計の差

さえ指摘すれば十分だと考えて,さ きに準備

書面 (2)を 提出した。三項目については基本

設計とはいえないが,密接に関連した事項で

あり,TMIと の差を明確にするため書いた。

三項目については,TMI原 発との間で,基

本的設計では差はないが,密接に関連する点

で相違するのかと云われれば,そ ういうこと

になる。しかし,こ れまでの主張を訂正しな

くとも,そ うぃう趣旨だということを云えば

こと足りる」と。

「 基本設計ないじは基本的設計方針 」とい

う国側の用語すら,何の規定 も根拠も欠いて

ぃるのに,さ らに「 密接に買連した事項」と

いう言葉さえとび出したのである。熊野,井

門の両弁護士,それに星野,荻野の両補佐人

らがこもごも立つて,国側の御都合主義を追

及するし    、

「 基本設計や基本的設計方針という用語の

定義やその根拠を明らかにせよ」,「 こうし

たあいまいな用語を持出すことで,第一審で

も原告住民側の追及をかわしてきたではない

か」,「 TMI原発と伊方原発の基本設計は

違うというのか同じだというのか」,「 アメ

リカでは基本設計とは何をさすかということ

が政府の規定集でき,ち んときめてある。国側

は何かそういうもので判断しているはずだ」

などなど。

追いつめられた岩淵検事は,「 言葉め通り

と理解していただくよりない。基本的設計方

針とは,設計とはいえないが設計にかかわる.

方針ということ」と発言し,傍聴席からも非

素の声が上る:‐ 妻判長な発言著お退建を益し

たが,発言者不確定のまま執行されずじまい。

「 今の発言を調書に」との弁護団からの要求

にあわてた岩淵検事は,「 定義を聞きたいの

なら,そのことを調書に残してはしい。本日

のところは調書にとれるほど明確な答弁はで

きない」と逃げる。

裁判長は,「 釈明を促してはしい」との弁

護団からの要請には一切応じないまま,「 答

えることがありますか」と形式的に国側に問

いかけたり,「 答えられんといっているのだ

からこれ以上は無理」と原告側に水をさした

りするだけ。そして,「 コトパの論争はこれ

ぐらいにして,住民の安全のために何を審査

の対象にすべきかを双方から主張してもらい,

裁判所として判断したい」と,コ トパを持出

したのは誰かをあいまいにして収拾をはかろ

うとの姿勢。それでも,住民側の強い要求に

押され,つ ぎの 6項目の釈明を調書に記録し,

次回まてに国側が答えることを促した。

①基本設計と基本的設計方針との差,②こ
・の二つとそれ以外のものとを区別する基準,

③上記の点を明示している法律上,文献上の

根拠,④「厳密な意味」とそうでないことを

分ける基準,⑤「密接に関連した事項とそう

でないものとを区別する基準,⑥三項目を他

の項目と区別して除外した根拠。

また住民側は,技術的な具体的項目につい

ても, 4点について再度の釈明を甲頭で行い,

調書に記録させた。なか,藤田弁護士名で,

裁判所の訴訟指揮についての申入書が,開廷

前に裁判所に提出されたとめこと。
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「 どうならているのか?」

控訴 人 (原告 )準備書 面 0か ら

被控訴本は控訴人の求釈明に対し,「 加圧

器逃じ弁に空気作動式のものが使用されてい

ること,加圧器逃じ弁に元弁が設けられてい

ること及び運転員が手動によって非常用炉心

冷却設備|(ECCS)の 流量を絞ることので

きないようになっているこ｀
と」の 3点を基本

設計ないし基本設計方針に係る事項でないと

釈明しているが (同 2頁 ),被控訴人はその

準備書可 2"第 1.2において,「 第 4にお

いては …・ … … 本件安全審査において本

件原子炉の基本設計ないし基本的設計方針に

ついて確認したところから判断すれば,本件

原子炉においてはTMI事故のょうな事象が

起こらないこと・・・・・・ を明らかにする」

(同 3頁 )|と 主張した上で,加圧器逃じ弁及

びそこに設けられている元弁については,右

同準備書面第 4の 23.0に おいて,「 本件

安全審査においては,本件原子炉の加圧器逃

じ弁には …
・…・ 空気作動式・・ … … の

ものが使用され,更には … 0… 元弁が設け

られていることを確認しているのである」 (

同 30頁 )と し,「 したがって,本件原子炉

においては,TM12号 炉のょうに加圧器逃

し弁が開放固着しそこから長時間にわたって

1次冷却水が原子炉格納容器内へ流出すると

いつた事態は起こり得ない」(同 31頁 )と

主張している。

叉,ECCSに ついても,右同第四の二,

4,⊂にぉぃて,「 本件安全審査では,本件

原子炉のECCSに ついては・ … … 運転

員が手動にょって流量を絞 ることのできない

ようになつていること…・… を確認し」と

あり(同 32頁 ),「 した,ヽって右安全審査

― の内容から判断すれば,本件原子炉において

‐ は …・… TMI事故のょぅに運転員が右高

圧注入系を早期に手動で停止するととはなく,

その流量を絞ることもてきないので, ECC
Sが所期の性能を発揮せずに燃料が破損した

り,水率が大量に発生したりすることはない」

(同 33頁 )と 主張している。   |
そこて以下のとなりヽ釈明を求める:

1.右のように被控訴人は準備書面 2)に おい

ては,明 らかに右の13点をいずれも「 基本設

計ないし基本的設計方針」に係る事項である

としているが,準備書面(3)に かける釈明は,

準備書面(2)に かける被控訴人の右主張を訂正

するものと理解してよいか。

2.又,右の3点が「 基本設計ないし基本的

設計方針」に係るものでないとすれば,準備‐

書面(2)の 第1.2にかける「 本件安全審査に

おいて本件原子炉の基本設計ないし基本的設

計方針について確認したところから判断すれ

ば,本件原子炉においてはTMI事故のょぅ

な事象が起こらない」との主張も成立たなく

なるが,右主張も撤回したものと理解してよ

い か 。

被控訴人 (被告 )準備書面0か ら

被控訴人の準備書面に)に おける主張・釈明

は,次に述べるところから明らかなょうに,

何らその準備書面にたかける主張を訂正ない

し撤回するものではない。

1.準備書面につ主眼が, TM12号炉と本

件原子炉との設計1構造等の相違を指‐摘する

ことによって,本件原子炉においてはTMI

事故のょうな事象が起こらないこと,ま た,
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仮にTMI事故の原因となつたような:事象をヽ

想定した場合にもその安全性は十分確保され

ることを明らかにしょうとするにあることは,

その記載内容から明らかである。i

ところで,本件安全審査がTMI事故ないし

はその原因

`係

る事象そのものを対象として

行ったものでないことはぃ
'ま

でもないが,

堺段階にかいて,TMI事故の原因を分析し,

その結果を踏まえて本件原子炉の安全性の検

証に役立てることは有意義なことである。 (

TMI事故と同一の事象が,本件原子炉におい

て起きる可能性がぁるかないかだけを問題と

するならば,そのょうな可能性は全くないば

かりでなく,そ もそも本件原子炉にかいては

TMI事故にかける個別の事象さえも起こら

ない■とは同準備書面において述べたとおり

であうo )loそ して右の検証|に 当たつて,両

原子炉の相違を明らかにするために,完成し

運転されてぃる実際の原子炉を前提として,

その設計ゃ構造についてはもちろんのこと,

更には運転管理等に1関する事項にまて及んで

具体的かつ細部につたり比較検討し個 の々相

違点を示すことも可能ではあるが,本件訴訟

が本件安全審査の合理性を問題とするもので

あること,そ して安全審査においては原子炉

施設の基本設計ないし基本的設計方針を審査

するもあそあ:ガきL'あ、ら手え
:な

, もし嵩療キ
lF~の 間に基本設計ないし基本的設計方針に相

違があり,その相違がTMI事故の発生に影

響して,い ると評価できるならば,本件訴訟に

かいてはその点の相違を明らかにすれば,右 :

事故との関係で本件原子IF~の 安全性を論証す

るには十分|こ と足りる,こ―れが準備書面C昨 ,

成の際の被峰訴人:の基本的考え方であるも

2.原子・F~設置許可申請に際し,申請者が,

厳密4意味で撃当該申請に係る原子炉施設の|

言1啓慇「漿[言f碁肇]菖量[.I曇層[:
申請書等に記載してくる場合がある。本件に

即していえば,準備書面0において本件原子

炉施設の基本設計ないし基本的設計方針に係

る事項でないとした3点が正にそのょうな事

項に当たる

`し
かし,本件安全審査において

はそれらの事項の妥当性をも一応確認してお

り,そ して,本件原子炉のそれらの事項に係

る構造等を示すことにょって両原子炉の設計,

構造等の相違をより明確にし得るところから,

準備書面ににはそれらの事項をも併せて記し

た ものである。

会 計 報 告 ('つ。/9～10/18)

収入

会 費   ,

■ュース購読料

準備書面売上金

カンパ

コピ
=代金

38,000

30,500

.6,000

6,000

14,000

言+          89,500

支出

ニュース印刷代

郵送料

振替手数料

第 5回公判援助費

交通費

行動費

宿泊費

コピー料金

資料費 ‐

28β 00

lo,190    し

700

302:100

180,000

125,000

4■ 100

46,940

850

計 388,780

-299,280

391,724

差引

借入金合計
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